
船舶インシデント調査報告書 

平成２７年１２月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年１２月２０日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 北海道紋別市紋別港北東方沖 

 紋別灯台から真方位０３４.５°４９海里付近 

 （概位 北緯４５°０１.７′ 東経１４４°００.１′） 

インシデントの概要  漁船第八十六北雄
ほくゆう

丸は、沖合底びき網漁の操業中、運航不能となっ

た。 

インシデント調査の経過 平成２７年１月３０日、調査を担当する主管調査官（函館事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八十六北雄丸、１６０トン 

 ＨＫ１－９３９（漁船登録番号）、野村漁業株式会社 

 乗組員等に関する情報 機関長、四級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 インシデントの経過  本船は、主機を連続最大の回転数毎分（rpm）５９０を超える約 

６５０rpm とし、対地速力約３～４ノットでえい
．．

網中、主機から異音

が発生したので、機関長が主機を停止した。 

 機関長は、主機６番シリンダを開放したところ、２分割型のピスト

ンのクラウンがピストンから分離しており、ヘッドカバー及びロッカ

ーアームが損傷していることを認めた。 

 主機は、機関整備業者による開放点検により、ピストンクラウン締

付けボルトに折損、ピストンに同ボルトによる打痕、ピストンリング

に折損等をそれぞれ生じていることが確認された。 

分析  本船は、ピストンクラウン締付けボルトが折損したことから、クラ

ウンがピストンから分離し、主機の運転ができなくなったものと考え

られる。 

原因  本インシデントは、本船が、ピストンクラウン締付けボルトが折損

したため、クラウンがピストンから分離し、主機の運転ができなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機は、連続最大回転数を超えて使用しないことが望ましい。 

 


